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（ する学位） 

１条 北海商科大学（以下「本学」という。）が する学位は、 のとお とする。 

商学     商学科     学 士（商学） 

学科  学 士（商学） 

商学研究科 ビジネス専   修 士 (商学)  博士 (商学) 

（学位の の要 ） 

２条 学士の学位は、本学を した者に する。 

２ 修士の学位は、本学の大学院(以下「本大学院」という。)の修士 程を修 した者に

する。 

３ 博士の学位は、本大学院の博士( 期) 程を修 した者に する。 

４ 前項の にかか らず、博士の学位は 本大学院博士( 期) 程を修 しない者であっ

ても、博士論文を提出して、その審査に合格し、か 、その関係専 分 に関し本大学院博

士( 期) 程修 者と 等以上の学 を することを によ 確認された場合には、

することができる。 

５ 本大学院の博士( 期) 程に の修 限以上 学し、 の 位を修 し、か 、

要な研究 を受けて 学した者が、 入学せずに論文を提出するときは、前項の によ

るものとする。ただし、 学したときから 以内に提出する場合に限 審査手数 の

入を 除する。 

（論文の提出） 

３条 修士論文は、 学 2 以 において、 する期間内に、研究科 に提出しなけ

ればならない。 

２ 博士論文は、 学 以 において する期間内に 研究科 に提出しなければな

らない。 

ただし、 れた研究 を上 た者は、修士 程に１ 以上 学し、 の科目に いて

20 位以上修 すれば提出することができる。 

３ 前条 4 項の によ 博士の学位の を申請する者は、 の博士学位申請書、研究

一 表、博士論文の要旨、 書 に める審査手数 を えて 博士論文を研究

科 に提出しなければならない。 

４ 提出する論文は１ とし、正 を提出するものとする。 

５ 提出した論文 入した審査手数 は、返 しない。 

（論文の審査 ） 

４条 修士論文の審査 は、「学位 」( 和 28 文 ) 条に めと

こ を として行うものとする。 

２ 博士論文の審査 は 「学位 」（ 和 28 文 ） 4 条に めるとこ

を として行うものとする。 

３ 論文の審査 に関し 要な事項は、研究科 会の を て、研究科 が める。 
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（論文の審査） 

５条 修士論文 博士論文の審査は、研究科の審査 会が行う。 

２ 前項の審査 会は、 として、研究科 会に 属する の をもって 成する。

2 条 2 項、 項に める学位論文の審査のための審査 会には、学位申請者の

教 を えるものとする。 

３ 2 条 2 項、 項に める学位論文の審査は、 として 学期間内に するもの

とし、 2 条 4 項 5 項に める博士論文の審査は、その提出から１ 以内に す

るものとする。 

（  ） 

６条 は、審査 が 記 は で行う。 

２ は、修士論文 は博士論文の内容を として行う。 

３ 2 条 4 項に める学 を確認するための は、博士論文の内容、関連する専 分

の科目 国語に いて行う。ただし、学位申請者の 、研究上の から れた学

が認められる場合は、関連する専 分 の科目 国語に いての を 除することが

できる。 

（審査等の報告） 

条 修士論文 は博士論文の審査 が したときは、審査 会は、その を、

修士論文 は博士論文 の要旨を記載した書 によ 、研究科 会に報告しなければな

らない。 

２ 審査を した修士論文 は博士論文は、おおむ １ 間、研究科 会の に して

公 するものとする。 

３ 研究科 は、研究科 会の に し、修士論文 は博士論文の提出者の氏名、修士論

文 は博士論文の 目、公 の期間 場 その 要な事項を、公 期間前 日までに書

をもって しなければならない。 

（合格 は不合格の ） 

条 修士論文 博士論文 に の合格 は不合格は、研究科 会において す

る。 

２ 前項の研究科 会は、 数の３分の２以上の者が出 しなければ、 することが

できない。 

３ １項の合格の は、研究科 会の の出 者の３分の２以上の者が 成すること

を 要とする。 

（合格者の報告） 

条 修士論文 博士論文 に の合格者が したときは、研究科 は、 なく、

その旨を学 に報告しなければならない。 

２ 前項の報告には、修士論文 は博士論文の審査 の の要旨 に 書２ を

付しなければならない。 

（学位の 学位記） 

10 条 学 は、教 会の を て、本学学 28 条の める 位を修 した者に、 １条

に 当する学士の学位を する。 
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２ 学 は、本大学院研究科 会の を て、修士論文 は博士論文の審査 の合格

者に し、 １条に 当する学位を する。 

３ 学位記は、 記 のとお とする。 

(論文要旨等の公表） 

11 条 当研究科は、博士の学位を したときは、当 博士の学位を した日から

以内に、その学位論文の内容の要旨 審査の 要をインターネットの利用によ 公表する

ものとする。 

２ 博士の学位を された者は、当 博士の学位を された日から１ 以内に、当 博士

の学位の に関する論文の全文を公表しなければならない。ただし、当 博士の学位を

される前にすでに公表している場合は この限 ではない。 

３ 前項の にかか らず、博士の学位を された者は、 むをえない理 がある場合に

は、研究科 会の 認を て、当 博士の学位の に係る論文の全文に えてその内容

を要約したものを公表することができる。この場合において、本大学は、その論文の全文を

めに て に するものとする。 

４ 博士の学位を された者が行う 2 項の による公表は、本大学の機関リポジトリ

（以下「 」という。）を 用して、インターネットの利用によ 行

うものとする。 

５ 2 項の にもかか らず、博士の学位を された者が 以 の によ

って公表する場合には、本大学が した学位に関する論文またはその要旨である旨を 記

しなければならない。 

（学位の ） 

12 条 学位を された者が、 の の一に 当するときは、学 は、教 会 は研究科

会の を て、 した学位を すものとする。 

（1）不正な方法によ 学位を受けた事 が したとき 

（2）学位を された者にその名 を する行 があったとき 

２ 前項の によ 学位を された者は、その学位記を本学に返さなければならない。 

（ の 正） 

1 条 この の 正は、教 会 は研究科 会の を て行う。 

 

附  

この は、平成 2 ４ １日から 行する。 

附  

この は、平成 25 ４ １日から 行する。 

附  

この は、平成 27 ４ １日から 行する。 

附  

この は、平成 28 ４ １日から 行する。 

附  

１ この は、平成 1 ４ １日から 行する。 
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２ 条は、平成 0 度１ 入学者から 用し、平成 2 度以前の入学者に いて

は 前の による。 
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３ (博士後期課程を修了した場合の学位記）
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